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イ壊 醒

デロイトトーマツサステナビジティ株式会社 (以下「当ネ土」という。)は、三菱商事株式会社 似下「i籍蜘 と

いう。)が作成した 聯浴潮皓書 2019」 (以下 「報告書」という。)に記載されている 士の付された 2019

年 3月 期の ESG情報 (以下 「ESG情報」という。)について、醐 議 を実施し亀

△
茸上の責イ壬

会社は、会社が採用した算定及び報告の基準 (報告書P98及びR99の各保証対象に注記されている。)に準処し

てESG情報を作成する責任を負つている。また、働 ガスの算定は、様々なガスの排出量を結合するため必要

な排出係数と数値データの決定tttll用 される科学的知識が不完企である等の理由により、固有の不確実l生の影響下

にある。

当社の独立性と品質管理

当社は、誠実k客 観J性、職業的専門家としての能力と正当な注意、守秘義務、及び職業的専門家としての行動

にF美弓する基本原則に基づく、国際会計士倫理基準審議会の「職業会計士の帥 が定める独立陛及びその他の

要件を遵守したDまた、当社は、国際品質管理基準第 1号「財務諸表の監査及びレビュー並びにその他の保証及び

関連サービス業務を行う事務所の品期 に準拠して、倫理要件、職諜的専門家としての基準及び適用される法

令及び規則の要件の遵守に関する文書化した方針と手続を含む、包括的な品質管理システムを維持している。

当ネ上の責イ壬

当社の責任は、当社が実施 した手続及び当社が入手した証拠に基づいて、ESG情報に対する限定的

保証の結論を表明することにある。当社は、「国閑籍吟勤;基準 3000過去財務酔 の監査又はレビュー以外の

保証業務」 (国際監査・保証基準審議会)、
「国際保証業務基準 3410温室効果ガス報告に対する保証業務」 (国際監

査 。保証基準斎議釣 及び「サステナビリティ情報審査鶏 拘 lサステナビリティ情報審査協会)に準拠して、

限自的保証業務を実施し亀

当社が実施した手続は、職業的専門家としての判断に基づいており、質問、プロセスの観察、文書の閲覧、分析

的手続、算定方法と報告方針の適切l生の検討、報告書の基礎となる記録との照合又は調整、及び以下を含んでいる。

・ 会社の見積り方法が、適切であり、一貫して適用されていたかどうかを評価した。ただし、手続には見積の基

礎となったデータのテスト又は見積の再実施を含めていなヤち

・ ァータの網羅kデ ータ収集方法、原始データ及び現場イこ適用される仮定を評価するため、事業所の現地調査

を実施し亀

限定的保証業務で実施する手続は、合理的保証業務に対する手続と比べて、その種類と実施時期が異なり、その

実施範囲′羽畑ちその結果、当社が実施した限定的保証業務で得た保証水準は、合理的保証業務を実施したとすれ

ば得られたであろう保証水準ほどには高くなし、

岬 の肺

当社が実施した手続及び入手した証拠に基づいて、ESG情報が、会社が採用 した算定及び報告の基準に準拠して

作成されていないと信 じさせる事項はすべての重要な点において認められなかつ亀
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